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法人番号・法人名：０８・弘前大学 
第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果 
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

 Ⅰ 教育に関する目標 

 ２ 各中期目標の達成状況 

 ② 教育内容等に関する目標 

＜特記すべき点＞ 

 

【申立内容】 

＜特記すべき点＞に顕著な変化が認められ

る点として，下記の事項を追加願いたい。

 

（顕著な変化が認められる点） 

○中期計画「大学院 高度専門職業人養成

に即した授業内容と授業形態を導入する。」

について，平成16～19年度の評価について

は，「おおむね良好」であったが，平成20，

21年度の実施状況においては，緊急被ばく

医療支援人材育成及び体制の整備等に取り

組み，優れた成果をあげていることから，

「良好」となった。 

 

【理由】 

本学は，原子力関連施設を数多く抱える

青森県において，万が一の緊急被ばく事故

に備えるため，緊急被ばく医療支援人材育

成及び体制の整備を進め，平成20年度から，

医学部，大学院医学研究科及び保健学研究

科を中心に緊急被ばく医療に特化した人材

育成やスタッフ教育，それらに対応する体

制整備を進めてきた。特に，保健学研究科

（博士前期課程）においては，被ばく医療

の専門職者養成に向けての「被ばく医療コ

ース」を新たに設置し，共通科目と被ばく

医療に関する専門科目を配置するカリキュ

ラムを策定して平成22年度から実施するこ

ととする等，優れた取組を行っている。 

また，平成21年度において，放射線被ば

く医療に関する教育研究体制を推進するた

め，被ばく医療教育研究施設を設置すると

【対応】 

原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 取組がなされていることは確認できるも

のの、当該取組の状況において、判定を変

えうるような顕著な変化があったとは認め

られないため。 
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ともに，緊急被ばく医療を担う施設として，

高度救命救急センターの平成22年度開設に

むけた設置準備を進め，高度専門職業人養

成に係る基盤整備を図った。 

原子力は，我が国のエネルギー政策を支

える重要な要件であり，緊急被ばく医療に

対応できる専門的人材の育成について，本

学が全国の大学の中でも第１人者として先

駆的に取り組んでいることは，特筆すべき

事項といえる。 

 その他，平成20年度から，教育学研究科

においては，臨床心理士の養成校として第

１種指定大学院（卒業後，実務経験なしで

臨床心理士の資格試験を受験可）の認定を

受け，臨床心理士の養成を行っており，教

育・福祉・医療等の領域において，こころ

のケアに貢献できる高度な専門家の養成に

貢献している。また，農学生命科学研究科

においては，４専攻の下に，「高度専門技

術者志向コース」を設置し，「実践研究」

において高度職業人養成を目的とした指導

を行う等，優れた取組を実施している。 

 以上のとおり，高度専門職業人養成のた

めの体制整備を構築した結果，得られた成

果が優れていることから，当該中期計画の

判定は「良好」と判断されるため。 
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法人番号・法人名：０８・弘前大学 
第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果 
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

 Ⅰ 教育に関する目標 

 ２ 各中期目標の達成状況 

 ③ 教育の実施体制等に関する目標 

＜特記すべき点＞ 

（顕著な変化が認められる点） 

 

【申立内容】 

 顕著な変化が認められる点として，下記

の事項を追加願いたい。 

 

○中期計画「教育施設・設備は，原則とし

て，全学的に一元的に管理することにより，

共用部分の有効活用等を図る。」について，

平成16～19年度の評価については，「おお

むね良好」であったが，平成20，21年度の

実施状況においては，北日本新エネルギー

研究センター，白神自然観察園及び被ばく

医療教育研究施設の設置やコラボ弘大の建

設等により新たな共有スペースの整備・有

効活用を図り，優れた成果をあげているこ

とから，「良好」となった。 

 

【理由】 

本学においては，平成20，21年度の期間

において，北日本新エネルギー研究センタ

ー，白神自然観察園及び被ばく医療教育研

究施設の設置，コラボ弘大の建設等により，

新たな共有スペースの整備・有効活用を図

ってきた。 

北日本新エネルギー研究センターは，地

域の特色として挙げられる豊富な新エネル

ギーのポテンシャル，および積雪寒冷地と

しての北日本における熱利用への有効性を

活かし，幅広い新エネルギー分野の教育研

究体制の整備等を目的として設置したもの

である。同センターは，青森市から旧青森

市立図書館の建物を無償により借用し，整

【対応】 

原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 特色ある取組であることは確認できるも

のの、当該中期計画についての成果として

は、判定を変えうるような顕著な変化があ

ったとは認められないため。 
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備したもので，本学として初となる青森市

への拠点の設置であり，青森キャンパスと

して整備していることから，特筆すべき取

組である。 

白神自然観察園は，世界自然遺産である

白神山地に関する総合的教育研究及び地域

貢献等の拠点として設置したものである。

同園は，地元自治体及び国土交通省等の全

面的支援を受け，民有地自然林を無償で借

り受け整備したものであり，国内最大級の

研究フィールド（約 18ha）を誇っている。

農学生命科学部では２年次学生を対象にフ

ィールド体験学習を実施する等，同園を活

用した教育を展開している。 

被ばく医療に関しては，被ばく医療教育

研究施設を設置し，本学における放射線被

ばく医療に関する教育研究の更なる推進を

図るとともに，本学及び地域にとって，永

年の懸案であった高度救命救急センターの

平成 22 年度開設にむけた設置準備を進め

た。特に，高度救命救急センターの設置に

ついては，原子力産業反対者への説明のた

め９年の準備期間を要したものである。 

コラボ弘大は，産学連携の拠点として目

的積立金を活用して建設したものであり，

財政基盤の脆弱な地方大学にあっては特筆

すべき取組といえる。コラボ弘大の設置に

より，産学官連携機能の集約化，機器分析

センターの専用スペース確保による有効活

用，レンタルラボの開設による企業等との

共同研究の推進等，大きな成果を挙げてい

る。 

以上のとおり，民間等からの無償借用や

目的積立金の活用等，大学の自助努力によ

り，北日本新エネルギー研究センター，白

神自然観察園，被ばく医療教育研究施設，

コラボ弘大等を設置し，新たな共有スペー

スの整備・有効活用を図ったことは中期計

画を上回って実施しており，さらに，本学

の第２期中期目標に掲げている，青森県の

特性であるエネルギー，環境及び食の安全

を，教育・研究及び社会貢献の中心課題と

して推進するための基盤整備が着実に行わ



（別紙様式２－１） 

 5

れたことは特筆すべき取組であることか

ら，当該中期計画の判定は「良好」と判断

されるため。 
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法人番号・法人名：０８・弘前大学 
第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果 
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

 Ⅰ 教育に関する目標 

 ２ 各中期目標の達成状況 

 ④ 学生への支援に関する目標 

＜特記すべき点＞ 

（顕著な変化が認められる点） 

 

【申立内容】 

顕著な変化が認められる点として，下記

の事項を追加願いたい。 

 

○中期計画「キャリア教育の充実を図る。」

について，平成 16～19 年度の評価について

は，「おおむね良好」であったが，平成 20，

21 年度の実施状況においては，キャリア教

育科目の増設や企業見学会の開催等によ

り，学部学生の高い就職率につながり，優

れた成果をあげていることから，「良好」

となった。 

 

【理由】 

平成 20 年度から，それまで２科目であっ

たキャリア教育科目に，演習形式の授業を

新たに２科目増やし，計４科目としてキャ

リア教育の充実・強化を図った。４科目合

計で平成 20 年度 437 人，平成 21 年度 446

人が単位を取得するなど，学生からの反響

も大きく，また，当該科目の単位取得者を

対象とした東京企業見学会を継続して実施

し，平成 21 年度は，15 人の学生が参加し

た。 

キャリアアップ教育の充実により，学部

学生の就職率は，平成 21 年３月卒業者が

97.2％，平成 22 年３月卒業者が 94.6％と

高い就職実績を誇っている。 

また，特に，キャリア教育履修者で就職

を希望する者の就職率は，平成 21 年３月卒

業者が99.1％，平成22年３月卒業者が97.3

【対応】 

原案のとおりとする。 

 

【理由】 

取組がなされていることは確認できるも

のの、当該取組の状況において、判定を変

えうるような顕著な変化があったとは認め

られないため。 
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％となっており，ランキングで本学は常に

上位を占めている。このように，キャリア

教育による職業意識の涵養が進路決定に非

常に役立っており，特筆すべき取組である

といえ，得られた成果が優れていることか

ら，当該中期計画の判定は「良好」と判断

されるため。 
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法人番号・法人名：０８ 弘前大学 
第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果 
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

 Ⅱ 研究に関する目標 
１ 評価結果及び判断理由 
  

【原文】 
【評価結果】中期目標の達成状況がおおむ

ね良好である。 
（判断理由）「研究に関する目標」に係る

中期目標（２項目）のうち，１項目が「良

好」，１項目が「おおむね良好」であり，

これらの結果を総合的に判断した。 

 

【申立内容】 
【修正文案】の通り変更願いたい。 
 
【修正文案】 
【評価結果】中期目標の達成状況が非常に

優れている。 
（判断理由）「研究に関する目標」に係る

中期目標（２項目）のうち，１項目が「非

常に優れている」，１項目が「良好」であ

り，これらの結果を総合的に判断した。 

 

【理由】 

「Ⅱ 研究に関する目標 ２ 各中期目

標の達成状況 ①研究水準及び研究の成果

等に関する目標」の申立て内容に記載のと

おり，申立てを行った中期計画の評価が「

おおむね良好」から「良好」に変更になる

と想定した場合，当該中期目標の達成状況

は「おおむね良好」から「非常に優れてい

る」に変更になると判断されるため。 
 

【対応】 

原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 当該申立てについて中期計画の判定を変

更していないため。 

 



（別紙様式２－１） 

 9

法人番号・法人名：０８ 弘前大学 
第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果 
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

 Ⅱ 研究に関する目標 
２ 各中期目標の達成状況 
① 研究水準及び研究の成果等に関する

目標 
  

【原文】 
【評価結果】中期目標の達成状況がおおむ

ね良好である。 
（判断理由）・・・・・平成20，21 年度の

達成状況を踏まえた結果は，１項目が「非

常に優れている」，４項目が「おおむね良

好」とし，・・・・・総合的に判断した。

 

【申立内容】 
【修正文案】の通り変更願いたい。 
 
【修正文案】 
【評価結果】中期目標の達成状況が非常に

優れている。 
（判断理由）・・・・・平成20，21 年度の

達成状況を踏まえた結果は，４項目が「非

常に優れている」，１項目が「おおむね良

好」とし，・・・・総合的に判断した。 

 

【理由】 
「Ⅱ 研究に関する目標 ２ 各中期目

標の達成状況 ① 研究水準及び研究の成

果等に関する目標 ＜特記すべき点＞（顕

著な変化が認められる点）」の申立て内容

に記載のとおり，申立てを行った中期計画

の評価が「おおむね良好」から「良好」に

変更になると想定した場合，当該中期目標

の達成状況は「おおむね良好」から「非常

に優れている」に変更になると判断される

ため。 

【対応】 

原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 当該申立てについて中期計画の判定を変

更していないため。 
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法人番号・法人名：０８ 弘前大学 
第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果 
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

Ⅱ 研究に関する目標 

２ 各中期目標の達成状況 

① 研究水準及び研究の成果等に関する

目標 

＜特記すべき点＞ 

（顕著な変化が認められる点） 

 

【申立内容】 

＜特記すべき点＞（顕著な変化が認められ

る点）に下記の事項を追加願いたい。 

 

○中期計画「「研究推進戦略」を定め，本

学の研究ポリシーを常に点検し，内容の向

上を図る。」について，平成16～19年度の

評価については，「おおむね良好」であっ

たが，平成20，21年度においては，学内共

同教育研究施設等として，新たに北日本新

エネルギー研究センター，白神自然観察園

及び被ばく医療教育研究施設を設置したこ

とにより，これまでになかった地域特性を

最大限に生かした新たな教育研究活動を推

進する基盤を確立しているほか，弘前大学

出版会を拠点とした研究成果の発信も進展

していることから，「良好」となった。 

 

【理由】 

本学においては，平成20，21年度の期間

において，「研究推進戦略」に定められた

基本方針のひとつである，「安全で持続可

能な社会の創成－安全科学の展開に関する

分野融合研究－」を着実に実行した結果と

して，北日本新エネルギー研究センター，

白神自然観察園，被ばく医療教育研究施設

を設置した。 

北日本新エネルギー研究センターは，地

域の特色として挙げられる豊富な新エネル

ギーのポテンシャル，及び積雪寒冷地とし

【対応】 

原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 取組がなされていることは確認できるも

のの、当該中期計画についての成果として

は、判定を変えうるような顕著な変化があ

ったとは認められないため。 
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ての北日本における熱利用への有効性を活

かし，幅広いエネルギー分野の研究を行う

拠点として設置したものである。同センタ

ーは，青森市から旧青森市立図書館の建物

を無償により借用して整備したもので，本

学として初となる青森市への拠点の設置で

あり，青森キャンパスとして整備している。

白神自然観察園は，世界自然遺産である

白神山地に関する総合的研究及び地域貢献

等の拠点として整備したものであり，地元

自治体及び国土交通省等の全面的支援を受

け，民有地自然林を無償で借り受け整備し

た国内最大級の研究フィールド(約18ha)を

誇っている。また，同園は，中華人民共和

国の国家級自然遺産である長白山をフィー

ルドに持つ延辺大学と連携し，共同研究を

展開している。 

被ばく医療教育研究施設は，本学におけ

る放射線被ばく医療に関する研究の更なる

推進を図るとともに，全国に存在する原子

力関連施設における医療事故に対応できる

機能を備えたこれまでにない我が国初の施

設である。 

これらの施設は，海外の研究機関との交

流，国内の研究機関との活発な連携協定を

行うことにより，地域特性を活かしつつ積

極的にグローバル展開している。また，こ

れらの施設には，学内措置で新たに専任教

員の定員を配分しており（北日本新エネル

ギー研究センター：８人，白神自然観察園

：３人，被ばく医療教育研究施設：６人），

総人件費削減計画を達成しつつ新規事業に

専任教員を配置することは，財政基盤の脆

弱な地方大学にあっては，特筆すべきこと

である。 

 また，平成16年度に設置した弘前大学出

版会は，平成19年度には国立大学としては

数少ない有限責任中間法人大学出版部協会

（平成21年に一般社団法人に変更）への加

盟を果たし，平成20・21年度において計画

を上回る出版物を刊行し，このうち学生が

執筆したブックレットはＪＩＣＡ広報グラ

ンプリ特別賞を受賞するなど，具体的な成
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果が現れている。 

前述のとおり，研究推進戦略に基づく取

組を行った結果，全学的な研究推進体制が

大きく進展し，国内外の大学や各種施設，

自治体等との更なる連携強化が図られ，得

られた成果が優れていることから，当該中

期計画の判定は「良好」と判断されるため。
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法人番号・法人名：０８・弘前大学 
第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果 
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

Ⅱ 研究に関する目標 

２ 各中期目標の達成状況 

① 研究水準及び研究の成果等に関する

目標 

＜特記すべき点＞ 

（顕著な変化が認められる点） 

 

【申立内容】 

＜特記すべき点＞（顕著な変化が認められ

る点）に下記の事項を追加願いたい。 

 

○中期計画「大学として取り組む重点研究

を明確にし，予算の重点配分を行う」につ

いて，平成 16～19 年度の評価については，

「おおむね良好」であったが，平成 20，21

年度の実施状況においては，大学の基幹と

なる研究を「弘前大学機関研究」として支

援を開始するとともに，若手研究者が取り

組む独創的な研究を支援する「弘前大学若

手研究者支援事業」及び大型の外部資金を

獲得した研究者を支援する「弘前大学大型

プロジェクト研究者支援事業」並びに科学

研究費補助金の採択向上を支援する「科学

研究費補助金不採択者支援事業」を創設し

て取り組むなど，予算の重点配分を行う体

制整備が進展していることから，「良好」

となった。 

 

【理由】 

 本学においては，平成20，21年度の期間

において，重点研究を明確にし，予算の重

点配分を推進するため，重点研究支援の中

心となる弘前大学機関研究の推進や，新た

に若手研究者のための支援事業，大型の外

部資金を獲得した研究者のための支援事業

及び科学研究費補助金の採択向上のための

支援事業を創設して取り組んだところであ

【対応】 

原案のとおりとする。 

 

【理由】 

取組がなされていることは確認できるも

のの、当該取組の状況において、判定を変

えうるような顕著な変化があったとは認め

られないため。 
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る。 

本学の研究助成事業の実施状況は，平成1

9年度の３事業の実施に対して，平成20年度

は６事業，平成21年度では８事業に増加し

ており，事業の予算総額では，対平成19年

度比で，平成20年度が約170％増，平成21

年度は約530％増の大幅な増額を図り，予算

の重点配分については飛躍的に向上してい

るところである。 

また，人文科学，社会科学，教育学等の

分野における学術基盤の向上を目的に，総

額１億円に及ぶ文系図書・資料整備５カ年

計画を策定し，平成20年度から２年間で約

６千冊の図書等を整備したところである。

このような取組により，予算の重点配分

の強化・充実を図り，全学的な研究推進体

制を大きく進展させたことは，優れた取組

であり，得られた成果が優れていることか

ら，当該中期計画の判定は「良好」と判断

されるため。 
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法人番号・法人名：０８・弘前大学 
第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果 
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

Ⅱ 研究に関する目標 

２ 各中期目標の達成状況 

① 研究水準及び研究の成果等に関する

目標 

＜特記すべき点＞ 

（顕著な変化が認められる点） 

 

【申立内容】 

＜特記すべき点＞（顕著な変化が認められ

る点）に下記の事項を追加願いたい。 

 

○中期計画「重点研究の学内公募を行い，

先見性のある基礎的研究を明らかにし，全

学的に推進する。」について，平成16～19

年度の評価については，「おおむね良好」

であったが，平成20，21年度の実施状況に

おいては，将来の発展が期待できる独創的

な研究を支援する「弘前大学若手研究者支

援事業」の創設及び若手研究者の育成と将

来大きく発展し得る研究の開拓を目的とす

る「弘前大学特別研究員制度」の推進並び

に「科学研究費補助金不採択者支援事業」

を創設して取り組むなど，全学的な推進体

制が進展していることから，「良好」とな

った。 

 

【理由】 

本学においては，平成20，21年度の期間

において，重点研究の学内公募を行い，先

見性のある基礎的研究を明らかにし，全学

的に推進するため，新たに若手研究者のた

めの支援事業の創設や，特色ある取組であ

る博士課程修了者若手研究員の支援制度の

推進，科学研究費補助金の採択向上のため

の支援事業などを創設して取り組んだとこ

ろである。 

本学の研究助成事業の実施状況は，平成1

【対応】 

原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 取組がなされていることは確認できるも

のの、当該取組の状況において、判定を変

えうるような顕著な変化があったとは認め

られないため。 
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9年度の３事業の実施に対して，平成20年度

は６事業，平成21年度では８事業に増加し

ており，事業の予算総額では，対平成19年

度比で，平成20年度が約170％増，平成21

年度は約530％増の大幅な増額を図り，予算

の重点配分については飛躍的に向上してい

るところである。 

また，地域の特色ある豊富な新エネルギ

ーに関する研究，世界自然遺産白神山地に

関する研究及び被ばく医療に関する研究の

推進に当たっては，新たに北日本新エネル

ギー研究センター，白神自然観察園及び被

ばく医療教育研究施設を設置して，専任教

員を配置するなど，全学的な推進体制を確

立したところである。 

このような取組により，基礎的研究を明

らかにして，全学的に推進するための体制

の強化・充実を図り，全学的な研究推進体

制を大きく進展させたことは，優れた成果

である。また，総人件費削減計画を達成し

つつ，新規事業に学内措置で専任教員の定

員を配分（北日本新エネルギー研究センタ

ー：８人，白神自然観察園：３人，被ばく

医療教育研究施設：６人）したことは，財

政基盤の脆弱な地方大学にあっては特筆す

べき取組であり，当該中期計画の判定は「

良好」と判断されるため。 
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法人番号・法人名：０８ 弘前大学 
第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果 
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

Ⅱ 研究に関する目標 

２ 各中期目標の達成状況 

① 研究水準及び研究の成果等に関する

目標 

＜特記すべき点＞ 

（顕著な変化が認められる点） 

 

【申立内容】 

＜特記すべき点＞（顕著な変化が認められ

る点）に下記の事項を追加願いたい。 

 

○中期計画「研究成果の評価システムを作

り，著書・論文・特許等（数と引用度），

外部資金の申請と獲得，大学院生の教育な

どを指標とした数値評価基準を定め，公表

する。」について，平成 16～19 年度の評価

においては「おおむね良好」であったが，

平成 20，21 年度の実施状況においては，教

員業績評価の継続実施，大学情報データベ

ースを活用した研究者情報の発信及び科学

研究費補助金の基本方針による経費配分制

度の創設等の取組により，研究の水準・成

果に係る検証システム構築への貢献や評価

システムの更なる充実が図られたことか

ら，「良好」となった。 

 

【理由】 
平成19年度に導入した教員業績評価を平

成20年度，21年度と継続実施し，研究の水

準・成果の検証に資していることは優れた

取組である。また，本学が策定した極めて

高い研究業績の評価基準は，大学評価・学

位授与機構が行った研究業績水準判定にお

ける卓越した研究業績（SS）の結果とほぼ

一致しており，研究の水準・成果に係る検

証システムを構築でき，優れた成果を創出

できたものといえる。 

【対応】 

原案のとおりとする。 

 

【理由】 

取組がなされていることは確認できるも

のの、当該中期計画についての成果として

は、判定を変えうるような顕著な変化があ

ったとは認められないため。 
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また，平成20年度からの評価の高い教員

を対象とした「教員業績評価に係る教員派

遣制度」の実施や評価結果の賞与への反映

などの報奨制度を確立しているほか，平成2

0年度からの「大学情報データベースシステ

ム」の教員業績評価への活用開始，大学情

報データベースを活用した大学ウェブサイ

トでの研究者情報の発信，平成21年度の科

学研究費補助金の基本方針による経費配分

制度の創設等，評価システムを構築した結

果，得られた成果が優れていることから，

当該中期計画の判定は「良好」と判断され

るため。 
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法人番号・法人名：０８ 弘前大学 
第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果 
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

 Ⅱ 研究に関する目標 
２ 各中期目標の達成状況 
② 研究実施体制等の整備に関する目標

  

【原文】 
【評価結果】中期目標の達成状況が良好で

ある。 
（判断理由）・・・・・平成20，21 年度の

達成状況を踏まえた結果は，１項目が「良

好」，１項目が「おおむね良好」とし，・

・・・・総合的に判断した。 

 

【申立内容】 
【修正文案】の通り変更願いたい。 
 
【修正文案】 
【評価結果】中期目標の達成状況が良好で

ある。 
（判断理由）・・・・・平成20，21 年度の

達成状況を踏まえた結果は，１項目が「非

常に優れている」，１項目が「おおむね良

好」とし，・・・・総合的に判断した。 

 

【理由】 

「Ⅱ 研究に関する目標 ２ 各中期目

標の達成状況 ② 研究実施体制等の整備

に関する目標 ＜特記すべき点＞」の申立

て内容に記載のとおり，申立てを行った中

期計画の評価が「おおむね良好」から「良

好」に変更になると想定した場合，当該中

期目標の小項目１の判定は「良好」から「

非常に優れている」に変更になると判断さ

れるため。 

【対応】 

原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 当該申立てについて中期計画の判定を変

更していないため。 
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法人番号・法人名：０８ 弘前大学 
第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果 
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

 Ⅱ 研究に関する目標 
２ 各中期目標の達成状況 
② 研究実施体制等の整備に関する目標

＜特記すべき点＞ 
 

【申立内容】 
＜特記すべき点＞に顕著な変化が認められ

る点として，下記の事項を追加願いたい。

 
（顕著な変化が認められる点） 

○中期計画「低侵襲手術の実現に向けた，

人体機能の解明やその病態治療に有効な医

用器械やシステムの開発を，医学部と理工

学部が共同して推進する。」について，平

成16～19年度の評価においては，「おおむ

ね良好」であったが，平成20，21年度の実

施状況においては，「弘前大学機関研究」

で重点支援するとともに，理工学部と医学

部が共同で医学と工学の知識を併せ持つ人

材育成カリキュラムを開発し，平成20年度

から５カ年計画で文部科学省科学技術振興

調整費に採択され，戦略的な体制整備を図

る等，優れた成果を挙げていることから，

「良好」となった。 

 

【理由】 

医学部及び理工学部が共同で実施してい

る医工連携の取組について，平成20年度，

21年度の期間において，医学と工学を融合

した人材カリキュラムを開発し，平成20年

度から５カ年計画で文部科学省科学技術振

興調整費に採択され，「医用システム開発

マイスター養成塾」を開設した。同事業は，

青森県の地域再生計画と連動し，新しい医

用システム機器の研究開発の担い手となる

人材の育成を行うもので，産業基盤の弱い

青森県においては，地域活性化，新産業の

【対応】 

原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 取組がなされていることは確認できるも

のの、当該取組の状況において、判定を変

えうるような顕著な変化があったとは認め

られないため。 
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創出による就労促進につながる特筆すべき

取組である。 

また，本学の重点研究である弘前大学機

関研究として，医工連携の研究課題である

「安全と健康を見守る動態センシングシス

テムの開発」に対して研究費を重点支援す

るとともに，産学連携の拠点として目的積

立金を活用して建設した「コラボ弘大」に

専用スペースを確保し，全学的な支援体制

を構築していることは優れた取組であり，

得られた成果が優れていることから，当該

中期計画の評価は「良好」と判断されるた

め。 
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法人番号・法人名：０８・弘前大学 
第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果 
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

Ⅱ 研究に関する目標 

２ 各中期目標の達成状況 

②  研究実施体制等の整備に関する目標

＜特記すべき点＞ 

 

【申立内容】 

＜特記すべき点＞に顕著な変化が認められ

る点として，下記の事項を追加願いたい。

 

○中期計画「適切な研究者等の配置に関す

る具体的方策を検討する。」について，平

成16～19年度の評価については，「おおむ

ね良好」であったが，平成20，21年度にお

いて新設した地域特性を活かした学内共同

教育施設等である北日本新エネルギー研究

センターに８人，白神自然観察園に３人，

被ばく医療教育研究施設に６人の専任研究

者の定員を学内措置で配分したほか，全学

体制として研究支援者の派遣・雇用経費支

援を行っていること，また，特別研究員制

度による採用者が外部資金獲得や教育研究

機関への正規雇用に結びつき，成果が現れ

ていることなどから，「良好」となった。

 

【理由】 

本学においては，平成20，21年度の期間

において，適切な研究者等の配置を推進す

るため，地域特性を活かした学内共同教育

施設等（北日本新エネルギー研究センター，

白神自然観察園及び被ばく医療教育研究施

設）を新たに設置し，専任研究者及び研究

支援者を配置したほか，学内部局からの要

望に対する研究支援者の派遣，大型プロジ

ェクトを抱える研究者のための研究支援者

雇用等の経費支援，さらには，大学独自の

特別研究員制度を創設した。 

北日本新エネルギー研究センター，白神

【対応】 

原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 取組がなされていることは確認できるも

のの、当該取組の状況において、判定を変

えうるような顕著な変化があったとは認め

られないため。 
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自然観察園及び被ばく医療教育研究施設に

ついて，総人件費削減計画を達成しつつ，

新規事業に専任教員の定員を配分（北日本

新エネルギー研究センター：８人，白神自

然観察園：３人，被ばく医療教育研究施設

：６人）したことは，財政基盤の脆弱な地

方大学にあっては特筆すべき取組である。

また，研究員採用者の科学研究費補助金の

採択，教育研究機関への正規雇用に結びつ

くなどの成果が現れており，適切な研究者

等の配置等を大きく進展させたことは優れ

た成果であり，当該中期計画の判定は「良

好」と判断されるため。 

 



（別紙様式２－１） 

 24

法人番号・法人名：０８・弘前大学 
第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果 
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 

Ⅲ その他の目標 

（１）社会との連携，国際交流等に関する

目標 

２ 各中期目標の達成状況 

① 社会との連携，国際交流等に関する

目標 

＜特記すべき点＞ 

 （改善を要する点） 

 

【原文】 

○中期計画「UCTS(UMAP 単位互換方式)の早

期導入に努める」については，第１期中期

目標期間においては，UCTS の導入計画を見

送っており，計画を断念している。 

 

【申立内容】 

削除願いたい。 

 

【理由】 

UCTS 導入に向けて，UCTS の説明会や国際

会議に出席し，UCTS の実情を調査するとと

もに，本学の協定校である慶北大学（韓国）

との間で，これまでの成績評価に加え UCTS

方式による単位互換の試行を行い，その方

式の評価を行ってきた。さらに，協定校と

の間の単位の互換について調査を行い，単

位の認定が支障なく行われていることを確

認した。 

以上のとおり，UCTS の導入見送りは，情

報収集や協定校等との議論の実施等，導入

に向けた検証を充分に行ったうえでの結論

であることから，「UCTS(UMAP 単位互換方

式)の早期導入に努める」との中期計画は達

成しているものと判断するため，改善を要

する点から削除願いたい。     

【対応】 

 意見を踏まえ、記載の一部を修正する。

 

【理由】 

 取組がなされていることは確認できるも

のの、判定を変えうるまでには至っていな

いため。なお、正確を期すため、以下のと

おり修正する。  
 
中期計画「UCTS（UMAP単位互換方式）の

早期導入に努める」については、第１期中

期目標期間においては、検討を重ねた結

果、UCTSの導入計画を見送っており、計画

を断念している。 

 

 



 

国立大学法人弘前大学                      大学番号：０８    

 

申立ての内容 申立てへの対応 

 

【評価項目】 

 １ 全体評価 

  

【原文】 

一方、医学部附属病院において、国立大

学法人弘前大学職員給与規程に違反して超

過勤務手当を支給しており、関係法令や就

業規則等を遵守することが求められる。 

 

一方、医学部附属病院において、勤務時

間割振表や時間外診療業務届により、医療

従事者の通常勤務の終了時刻を把握できる

状態であったにもかかわらず、一律18 時以

降に超過勤務手当を支給していること等は

重大な過失であると認められることから、

徹底的な原因の究明や過払い及び未払いへ

の対応、再発防止に向けて全学的な徹底し

た取組が求められる。 

 

【申立内容】 

削除願いたい。 

 

【理由】 

本学医学部附属病院において、指摘のよ

うな超過勤務手当の支給が行なわれたこと

は誠に遺憾なことと認識している。 
しかし、当該事案は、外部からの指摘で

はなく本学自らの調査により発見したもの

で、発見後は速やかに調査を進めて関係機

関への報告と公表を行うとともに、大学教

員の勤務実態に適合した専門業務型裁量労

働制の導入等を行い、自ら改善策を講じつ

つ、全容解明に向けて作業を進めている段

階である。このことについては、労働基準

監督署も本学の適切な対応を評価しており

、本学の報告を待っている状況である。 

【対応】 

 原案のとおりとする。 

  なお、字句修正を踏まえ、記載の一部を

以下のとおり修正する。 

 

「一方、医学部附属病院において、国立大

学法人弘前大学職員給与規程に違反して超

過勤務手当を支給しており、関係法令や就

業規則等を遵守することが求められる。 

 

一方、医学部附属病院において、勤務時

間割振表や時間外診療業務届により、診療

従事者（医師）の通常勤務の終了時刻を把

握できる状態であったにもかかわらず、一

律18 時以降に超過勤務手当を支給してい

ること等は重大な過失であると認められる

ことから、徹底的な原因の究明や過払い及

び未払いへの対応、再発防止に向けて全学

的な徹底した取組が求められる。」 

 

【理由】 

 第１期中期目標期間中において、国立大

学法人弘前大学職員給与規程に違反して超

過勤務を支給していることは事実であり、

関係法令や就業規則等を遵守することが求

められるため。 
また、一律18時以降に超過勤務手当を支給

し過払いや未払いが発生していることは事

実であり、原因究明や過払い及び未払いへ

の対応、再発防止に向けた取組が求められ

るため。 
 
 



 

また、本学において当該事案が判明した

のは第２期中期目標期間中（平成22年度）

のことであり、第１期中期目標期間評価の

判定を引き下げることについては再検討を

お願いしたい。 
一方、このような事案が発生した背景に

は、医師不足等により深刻化する医師の過 
重労働問題があり、附属病院は、教育、研

究、高度医療を担うとともに、地域医療に

おいては最後の砦としての役割を果たして

おり、当該事案が判明したのは第２期中期

目標期間中であること等を勘案の上、評価

について再考をお願いしたい。 
 



 

国立大学法人弘前大学                      大学番号：０８    

 

申立ての内容 申立てへの対応 

 

【評価項目】 

 １ 全体評価 

  

【原文】 

また、緊急被ばく事故に備えた体制構築

を図るために、高度救命救急センターを整

備するとともに、この分野の専門的人材育

成を目的に被ばく医療教育研究施設を設置

している。 

 

【申立内容】 

【修正文案】の通り変更願いたい。 

 

【修正文案】 

また、緊急被ばく事故に備えた体制構築

を図るために、高度救命救急センターを整

備するとともに、被ばく医療教育研究施設

を設置し、この分野の専門的人材育成に全

国の大学の中でも第１人者として先駆的に

取り組んでいる。 

 

【理由】 

 本学は、原子力関連施設を数多く抱える

青森県において、万が一の緊急被ばく事故

に備えるため、緊急被ばく医療支援人材育

成及び体制の整備を進めてきた。原子力は、

我が国のエネルギー政策を支える重要な要

件であり、緊急被ばく医療に対応できる専

門的人材の育成について、本学は全国の大

学の中でも第１人者として先駆的に取り組

んでいる。 

高度救命救急センターの設置について

は、本学及び地域にとって永年の懸案であ

り、関係者の理解を深めるため９年の準備

期間を要したものである。また、被ばく医

療教育研究施設は、本学が自主財源により

【対応】 

 原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 大学から提出された「平成21事業年度に

係る業務の実績及び中期目標期間に係る業

務の実績に関する報告書」等に基づき業務

の実績の全体について第１期中期目標期間

中の実績を踏まえ、総合的に評価している

ため。 



 

設置したもので、本学における放射線被ば

く医療に関する研究の更なる推進を図ると

ともに、全国に存在する原子力関連施設に

おける医療事故に対応できる機能を備えた

これまでにない我が国初の施設である。 

以上のとおり、緊急被ばく医療について

は、本学が第 1 人者として先駆的に取り組

み、特筆すべき事項であることから、修正

文案のとおり変更願いたい。 

 

 

 

 

 

 



 

国立大学法人弘前大学                      大学番号：０８    

 

申立ての内容 申立てへの対応 

 

【評価項目】 

 ２ 項目別評価 

 Ⅱ．業務運営・財務内容等の状況 

（１）業務運営の改善及び効率化に関する

目標 

 

【原文】 

平成16～21年度の実績のうち、下記の事

項に課題がある。 

 

○ 医学部附属病院においては、病院独自

の判断により超過勤務手当基準を設けてい

るが、超過勤務手当の支払い状況は、国立

大学法人弘前大学職員給与規程に違反して

いると認められる。また、法人運営として

は、これまで役員会や経営協議会で関連す

る規則等の審議を十分には行っておらず、

不適切な超過勤務手当が支給されているこ

とから、法人全体として適切な運営が行わ

れていたとは認められず、関係法令や就業

規則等を遵守し、適切なガバナンスの構築

が求められる。 

 

【申立内容】 

削除願いたい。 

 

【理由】 

「１．全体評価」への申立内容に記載の

とおり、評価の再考をお願いしたい。 

【対応】 

 原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 前述のとおり。 



 

 

国立大学法人弘前大学                      大学番号：０８    

 

申立ての内容 申立てへの対応 

 

【評価項目】 

 ２ 項目別評価 

 Ⅱ．業務運営・財務内容等の状況 

（１）業務運営の改善及び効率化に関する

目標 

 

【原文】 

【評定】中期目標の達成状況がおおむね良

好である 

（理由）中期計画の記載43 事項すべてが

「中期計画を上回って実施している」又は

「中期計画を十分に実施している」と認め

られるが、給与規程等に沿った手当の支払

いがなされていないこと等を総合的に勘案

したことによる。 

 

【申立内容】 

【修正文案】の通り変更願いたい。 

 

【修正文案】 

【評定】中期目標の達成状況が良好である

（理由）中期計画の記載43 事項すべてが

「中期計画を上回って実施している」又は

「中期計画を十分に実施している」と認め

られ、上記の状況等を総合的に勘案したこ

とによる。 

 

【理由】 

前述の「２ 項目別評価 Ⅱ．業務運営

・財務内容等の状況（１）業務運営の改善

及び効率化に関する目標」への申立て内容

に記載のとおり、申立てを行った課題が削

除されると想定した場合、当該評定は「お

おむね良好」から「良好」に変更になると

判断されるため。 

【対応】 

 原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 前述のとおり課題として指摘しているた

め。 



 

国立大学法人弘前大学                      大学番号：０８    

 

申立ての内容 申立てへの対応 

 

【評価項目】 

 ２ 項目別評価 

 Ⅱ．業務運営・財務内容等の状況 

（４）その他業務運営に関する重要目標 

 

【原文】 

平成16～21年度の実績のうち、下記の事

項が注目される。 

 

○ 緊急被ばく事故に備えた体制構築を図

るために、高度救命救急センターを整備す

るとともに、この分野の専門的人材育成を

目的に被ばく医療教育研究施設を設置して

いる。 

 

【申立内容】 

【修正文案】の通り変更願いたい。 

 

【修正文案】 

平成16～21年度の実績のうち、下記の事

項が注目される。 

 

○ 緊急被ばく事故に備えた体制構築を図

るために，高度救命救急センターを整備す

るとともに、被ばく医療教育研究施設を設

置し、この分野の専門的人材育成に全国の

大学の中でも第１人者として先駆的に取り

組んでいる。 

 

【理由】 

 「１．全体評価」への申立内容に記載の

とおり、緊急被ばく医療については、本学

が第１人者として先駆的に取り組み、特筆

すべき事項であることから、修正文案のと

おり変更願いたい。 

【対応】 

 原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 大学から提出された「平成21事業年度に

係る業務の実績及び中期目標期間に係る業

務の実績に関する報告書」等に基づき業務

の実績の全体について第１期中期目標期間

中の実績を踏まえ、総合的に評価している

ため。 

 



 

国立大学法人弘前大学                      大学番号：０８    

 

申立ての内容 申立てへの対応 

 

【評価項目】 

 ２ 項目別評価 

 Ⅱ．業務運営・財務内容等の状況 

（４）その他業務運営に関する重要目標 

 

【原文】 

平成16～21年度の実績のうち、下記の事

項に課題がある。 

 

○ 医学部附属病院においては、平成16 年

４月から平成17 年６月分の超過勤務手当

について、宿日直１回につき一律約１万円

を診療行為の有無を問わず医療従事者に支

払っている。また、平成17 年７月から平成

21 年度にかけては、他の病院等で兼業して

いる医療従事者に対して、超過勤務開始を

兼業時間を問わず18 時に統一し、通常勤務

時間の給与との超過勤務手当が二重に支払

われるとともに、非兼業医療従事者に対し

ては、18 時までの超過勤務手当が未払いと

なっている。これらのことについては、勤

務時間割振表や時間外診療業務届により、

医療従事者の通常勤務の終了時刻を把握で

きる状態であったにもかかわらず、一律18 

時以降に超過勤務手当を支給していること

等は重大な過失であると認められることか

ら、徹底的な原因の究明や過払い及び未払

いへの対応、再発防止に向けて全学的な徹

底した取組が求められる。 

 

【申立内容】 

削除願いたい。 

 

【理由】 

 「１．全体評価」への申立内容に記載の

とおり、評価の再考をお願いしたい。 

【対応】 

 原案のとおりとする。 

なお、字句修正を踏まえ、記載の一部を

以下のとおり修正する。 

 

「医学部附属病院においては、平成16 年４

月から平成17 年６月分の超過勤務手当に

ついて、宿日直１回につき一律約１万円を

診療行為の有無を問わず診療従事者（医師）

に支払っている。また、平成17 年７月から

平成21 年度にかけては、他の病院等で兼業

している診療従事者（医師）に対して、超

過勤務開始を兼業時間を問わず18 時に統

一し、通常勤務時間の給与との超過勤務手

当が二重に支払われるとともに、勤務時間

の割振り変更のない日については、18 時ま

での超過勤務手当が未払いとなっている。

これらのことについては、勤務時間割振表

や時間外診療業務届により、医療従事者の

通常勤務の終了時刻を把握できる状態であ

ったにもかかわらず、一律18 時以降に超過

勤務手当を支給していること等は重大な過

失であると認められることから、徹底的な

原因の究明や過払い及び未払いへの対応、

再発防止に向けて全学的な徹底した取組が

求められる。 

 

 

【理由】 

 前述のとおり。 

 



 

 
国立大学法人弘前大学                      大学番号：０８    

 

申立ての内容 申立てへの対応 

 

【評価項目】 

 ２ 項目別評価 

 Ⅱ．業務運営・財務内容等の状況 

（４）その他業務運営に関する重要目標 

 

【原文】 

【評定】中期目標の達成状況がおおむね良

好である 

（理由） 中期計画の記載26事項すべてが

「中期計画を上回って実施している」又は

「中期計画を十分に実施している」と認め

られるが、医学部附属病院における医療従

事者の通常勤務終了時刻を把握できる状態

であったにもかかわらず、18 時以降の勤務

に対し、一律に超過勤務手当が支給されて

いること等を総合的に勘案したことによ

る。 

 

【申立内容】 

【修正文案】のとおり変更願いたい。 

 

【修正文案】 

【評定】中期目標の達成状況が良好である

（理由） 中期計画の記載26事項すべてが

「中期計画を上回って実施している」又は

「中期計画を十分に実施している」と認め

られ、上記の状況等を総合的に勘案したこ

とによる。 

 

【理由】 

前述の「２ 項目別評価 Ⅱ．業務運営

・財務内容等の状況（４）その他業務運営

に関する重要目標」への申立て内容に記載

のとおり、申立てを行った課題が削除され

ると想定した場合、当該評定は「おおむね

【対応】 

 原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 前述のとおり課題として指摘しているた

め。 



 

良好」から「良好」に変更になると判断さ

れるため。 
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